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平成２５年第２回宗像市情報公開・個人情報保護制度運営審議会会議録 

日  時 平成２５年８月９日（金）  １０時００分 ～１１時３０分 

場  所 宗像市役所２階 ２０１会議室 

出席者 

委員：井上 禎男、櫻木 榮紀、上中 幸子、古賀 千種、安河内 敬弐 

 市 ：総務課（安部課長、本田、吉田）、健康づくり課（吉田係長、豊福、荒巻）、子ども

育成課（高橋係長、小田）、商工観光課（的野課長、森）、国保医療課（福嶋係長、川原）、

税務課（花田課長、楠係長、高野係長）、建設課（永島係長）、保健福祉政策課（松井係長、

五十里）、教育政策課（岡田課長、大楠係長、菅原） 

欠席者  

次第 

１ 委嘱状の交付（委員交替について） 

２ 委員及び事務局の紹介 

３ 前回会議録（平成２５年第１回）の確認及び前回付議案件の報告（５月持回り案件含

む）の報告 

４ 議題 

（１） 付議案件の審議（１３件） 

（２） 保有個人情報の目的外利用等に係る報告 

５ その他 

（１） 次回開催日の調整 

 

１ 委員交替について 

【総務課】赤間地区コミュニティ運営協議会会長の前田委員が、市コミュニティ運営協議会会長会の会

長となられたことから本審議会委員を辞職されたことに伴い、後任として赤間西地区コミュニティ運営

協議会会長の安河内氏を推薦いただきましたので、委員の委嘱を行います。（委嘱状の交付） 

 

２ 委員及び事務局の紹介（略） 

 

３ 前回会議録の確認（平成２５年第１回分） 

平成２５年第１回の会議録について確認を行う。 

・文体の統一を行う。（連絡がある⇒連絡があります、作成している⇒作成しています） 

・「第３者提供」⇒「第三者提供」に訂正 

・「コミセン」⇒「コミュニティ・センター（コミセン）」に訂正 

平成２５年第１回の議事録確認の署名は井上会長及び上中委員にお願いする。 

前回付議案件の報告（５月持回り案件含む）の報告 

【総務課】別紙の写し（２枚）のとおり、３月の審議会で審議いただいた１０件について、及び５月に

持回りで審議いただいた１件について、市長に意見書を提出しています。 

 

４ 議題 

（１） 付議案件の審議 

第１２号「宗像市健康増進計画・食育推進計画の最終評価及び実態調査業務の委託に係る個人情報の提

供について」 
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【健康づくり課】提案理由を説明。 

【委員】提供する個人情報の件数が成人用調査で 2,000 件、幼児保護者用調査で 700 件ということで、

住民基本台帳より無作為抽出して宛名シールを作って業者へ提供するという案件です。誤封入というこ

とは起こり得ないものでしょうか。これはいままで行ったことがある事業ですか。 

【健康づくり課】計画の中間評価を行う５年間にもアンケートを実施しましたが、その際は市でアンケ

ートを作成し職員で発送、集計していました。今回はアンケートの作成から全てを業者に委託して実施

するものです。 

【委員】委託業者の選定はこれからするのですか。 

【健康づくり課】入札により業者は決定しています。 

【委員】個人情報保護の関係での取り決めはどのようにしていますか。 

【健康づくり課】委託契約に際しては、個人情報保護の誓約書を提出されています。 

以上の審議の結果、第１２号は、提案のとおり承認された。 

 

第１３号「宗像市子ども・子育て支援事業計画策定のための子育て支援ニーズ調査業務の委託に係る個

人情報の提供について」 

【子ども育成課】提案理由を説明。 

【委員】第１２号と同様の案件ですが、こちらは委託仕様書でプライバシーマーク取得事業者としてい

るのですね。意識の高い事業者に委託をするということです。プライバシーマーク取得事業者であって

も個人情報漏洩等はあり得るところですが、本件については、無作為抽出のアンケートであり、アンケ

ートの中身に個人情報の記載は無く、送付用宛名シールの提供ということで特に問題はないかと思いま

す。 

【委員】参考資料の「回答するに当たってお読みください」という文書はアンケートに同封されるので

すか。 

【子ども育成課】この文書は、国から示されている案ですが、一部修正のうえアンケートの１ページ目

に入るかたちとなります。 

以上の審議の結果、第１３号は、提案のとおり承認された。 

 

第１４号「国道４９５号線沿い活性化調査業務の委託に係る個人情報の提供について」 

【総務課】第１４号については、事前に委員へ送付した議案には、内容確認が間に合わず、添付できて

いませんでした。本日、別紙として第１４号議案を配布させていただきましたので、そちらを確認くだ

さい。 

【商工観光課】提案理由を説明。 

【委員】４９５号線沿いの活性化ということですが、岡垣町や福津市も同様な事業を行うのですか。 

【商工観光課】沿線の活性化は岡垣町や福津市とも連携して行うように検討していますが、この調査業

務は今のところ宗像市のみで実施します。 

【委員】沿線の土地家屋所有者にヒアリングするということですが、どういった業者に調査を委託する

のですか。 

【商工観光課】こういった調査業務に実績がある業者を入札で決めたいと考えています。 

【委員】具体的にどういった業界の会社になりますか。調査会社ですか。 

【商工観光課】調査の目的が観光や地域活性化ですので、そのような分野を得意とする業者を探したい



 3 

と思います。 

【委員】業者を決めるにあたっては、単に価格的なものだけではなく、個人情報保護の意識が高いプラ

イバシーマーク取得事業者であるとかを考えておく必要があると思います。固定資産に関わる調査です

が、この調査は市自らが行うことは難しいのですか。 

【商工観光課】業務の効率化を図るということもあり、また４９５号線の活性化案を作成するというこ

とまで委託することにしています。 

【委員】調査だけでなくコンサルティングまで行うということですね。 

【委員】提供する個人情報の件数が１，８００件というのは、道路に面した土地家屋の所有者というこ

とですか。 

【商工観光課】道路の両脇６０メートルの範囲の所有者の数です。 

【委員】この業務は活性化案まで作成したら業務終了となるわけですが、業者の持っている個人情報を

その時点で廃棄するというという取り決めになっているのですか。 

【商工観光課】契約の際に取り決めを行います。 

【委員】コンサルティング会社でも信用できるところとそうでないところもありますので、業者選定は

慎重に行う必要があります。 

【委員】この活性化に向けた事業は、世界遺産登録の事業が関係しているのですか。観光の推進という

観点で関係しているのですか。 

【商工観光課】世界遺産登録とは直接には関係していません。 

【委員】４９５号線沿いに観光資源となるものはどういったものがありますか。 

【商工観光課】沿線にお店が立地していないところがあるが、その原因や課題を調査し、お店や企業を

誘致していくことを検討したいです。 

【委員】沿線の活性化ということで、観光拠点の強化ということとは尐しちがうのでは。 

【商工観光課】現在は、４９５号線の「道の駅」を市の観光拠点の一つとしていますが、沿線全体の活

性化を図り、その機能を強化したいと考えています。 

【委員】沿線が複合的に盛り上がって、人が多く来るようにということですね。 

【委員】法務局に行けば土地の所有者はわかりますが、電話番号まで不動産業者や開発業者に渡すとい

うことは利用されることがあるので注意が必要だと思います。 

【商工観光課】個人情報の取り扱いについては十分注意していきます。 

【委員】市の監督、チェックが重要です。その点に留意され業務を行ってください。 

以上の審議の結果、第１４号は、提案のとおり承認された。 

 

第１５号「平成２６年度国民健康保険診療報酬明細書等の点検照会等業務の委託に係る個人情報の提供

について」 

【国保医療課】提案理由を説明。 

【委員】この業務の委託期間はどのようになっていますか。 

【国保医療課】１年間の契約です。４月１日から翌年３月３１日までです。 

【委員】提供する個人情報の件数が増えていますが、かなりの件数ですし、個人情報の内容が非常にセ

ンシティブなものですので、その点の配慮が引き続き必要だと思います。委託業者の選定方法について

は、変更はありますか。 

【国保医療課】業者の選定については入札で決めることになります。今のところ同じ業者が落札してい
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る状況です。 

【委員】同じ業者ですと、信頼がある反面で馴れ合いになることが懸念されるところですので、個人情

報の取り扱いについて、市が十分に指導監督することが大切です。 

以上の審議の結果、第１５号は、提案のとおり承認された。 

 

第１６号「平成２６年度国民健康保険税納税通知書の製本封入業務委託に係る個人情報の提供につい

て」 

【国保医療課】提案理由を説明。 

【委員】誤製本はまだ取り返しがつきますが、誤封入をされると大変なこととなります。業者の選定に

ついてはどのようになりますか。 

【国保医療課】入札で業者を決定しています。この作業でこれまで特に問題となったことはありません。 

【委員】昨年の提供する個人情報項目と今回の項目の数が変わっていますが、３項目増えた理由はどう

いったことでしょうか。 

【国保医療課】項目番号１３、１５、１６が増えているところです。納税通知書に記載すべき内容です

が、今回から記載することができるようになりました。 

以上の審議の結果、第１６号は、提案のとおり承認された。 

 

第１７号「固定資産税相続人調査業務委託に係る個人情報の提供について」 

【税務課】提案理由を説明。 

【委員】「専門知識を要する」ということですが、委託先はどのような業者となりますか。 

【税務課】司法書士を予定しています。 

【委員】提供する個人情報の項目の１、２、３については、死亡者の情報ということですか。 

【税務課】死亡した所有者の氏名、住所、生年月日情報です。 

【委員】市の個人情報保護条例では死者の情報は「個人情報」となりますか。 

【総務課】「個人情報」の定義は「生存する個人に関する情報」ですので、死者に関する情報は「個人

情報」に入りません。 

【委員】一般に死者の情報は個人情報に入らないところですが、本件の場合は、この死者の情報である

と同時に生存者の情報に関わってきますので対象とすることになります。 

【委員】この業務委託でこれまで何か問題はありましたか。 

【税務課】特に問題は生じていません。 

【委員】司法書士は戸籍を取ることができ、守秘義務がありますので、問題ないと思います。 

以上の審議の結果、第１７号は、提案のとおり承認された。 

 

第１８号「固定資産税業務支援システム異動データ更新業務委託に係る個人情報の提供について」 

【税務課】提案理由を説明。 

【委員】提供する土地に関する情報が約１３７，０００件、家屋に関する情報が約２，２００件という

ことですが、そもそも「固定資産税業務支援システム」とはどういったシステムですか。 

【税務課】航空写真のデータの中に地番図等の情報を入れ、重ね合わせて見ることができ、固定資産の

管理を行うためのシステムです。 

【委員】委託先はシステムの製造者になりますか。 
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【税務課】測量関係のシステム業者になります。毎年入札にかけて決定しています。 

【委員】これまで契約内容を遵守しないなどの問題はありましたか。 

【税務課】特に問題はありませんでした。 

【委員】データ更新というのは、具体的にどのようなことをしているのでしょうか。市の保有するデー

タに業者のコンピューターを繋げているのですか。 

【税務課】市の固定資産税課税の情報をこの固定資産税業務支援システムに反映するようなプログラム

を作り、異動情報を入れ込むという作業です。 

以上の審議の結果、第１８号は、提案のとおり承認された。 

 

第１９号「平成２６年度市民税納税通知書等の製本封入業務委託に係る個人情報の提供について」 

【税務課】提案理由を説明。 

【委員】例年同様の内容となっていますが、１６号で国民健康保険税の納税通知書の製本封入業務委託

の件がありましたが、同様の業務ということでよろしいですか。 

【税務課】同様の業務です。 

【委員】毎年入札で業者選定していることですが、誤封入などは発生していませんか。 

【税務課】発生しておりません。 

【委員】税に係る情報ですので、引き続き個人情報保護のための指導監督をしてください。 

以上の審議の結果、第１９号は、提案のとおり承認された。 

 

第２０号「市県民税データ入力業務委託に係る個人情報の提供について」 

【税務課】提案理由を説明。 

【委員】昨年は「データパンチ業務」となっていて業務内容を確認したものですが、今年は「データ入

力業務」と変更されています。毎年のことですが、提供する情報の項目の多さと内容の重さがあります

ので、業者の選定と監督をしっかり行っていただきたいと思います。 

以上の審議の結果、第２０号は、提案のとおり承認された。 

 

第２１号「土地売買契約書等に係るマイクロフィルム及びＣＤロム化業務委託に係る個人情報の提供に

ついて」 

【建設課】提案理由を説明。 

【委員】昨年同様の内容で件数が若干減尐していますが、委託は毎年同じ業者に委託しているというこ

とでしょうか。 

【建設課】当初システム化したのが富士マイクロという業者でしたので、毎年こちらに委託しています。 

【委員】委託契約期間はどうなっていますか。 

【建設課】毎年度契約しています。 

【委員】件数は毎年このくらいの予定ですか。 

【建設課】用地買収の件数ですので、道路改良などの予算に応じて増減はあるかと思います。新規の道

路を作ることになればその年度の件数は増加することになります。 

【委員】件数が増加しても業者は変更がないということですね。 

【建設課】システムを更新すれば、業者は変わるかもしれませんが、システム更新には多額の費用がか

かることになります。 
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以上の審議の結果、第２１号は、提案のとおり承認された。 

 

第２２号「平成２５年度共同募金運動支援に係る個人情報の提供について」 

【保健福祉政策課】提案理由を説明。 

【委員】赤い羽根募金の協力をお願いするため自治会長名簿を社会福祉協議会へ提供するということで

すが、特に問題はないかと思います。 

以上の審議の結果、第２２号は、提案のとおり承認された。 

 

第２３号「宗像市民生委員児童委員の地域活動支援に係る個人情報の提供について」 

【保健福祉政策課】提案理由を説明。 

【委員】昨年の提供件数よりも増加しており、高齢化が進んでいる状況です。民生委員児童委員は法律

に基づき活動をされていて個人情報保護を遵守しなければならない立場なので問題はないかと思いま

す。 

【委員】民生委員の欠員などはありますか。 

【保健福祉政策課】現在１名欠員です。欠員となった場合は、近くのエリアの民生委員がカバーするこ

とになっています。 

【委員】今年は民生委員の交替の年だということで、地区の民生委員が全員変わることになりますが、

今まで民生委員が持っていた個人情報はどのように取り扱われるのですか。 

【保健福祉政策課】民生委員が交替する場合は、引継ぎ期間中に元委員から新委員へ高齢者名簿を渡す

ことになっています。この名簿は年に１回市で回収し、シュレッダーにかけています。 

【委員】民生委員がコピーしたものを手元に残すことも考えられますが。 

【保健福祉政策課】名簿はコピー禁止で、自宅から名簿持ち出し禁止ということで徹底しています。 

【委員】民生委員の年齢や資格の要件はありますか。 

【保健福祉政策課】年齢については、７５歳未満ということが県の選任の基準にありますが、健康で業

務ができれば、それ以上でも可ということになっています。秘密を守れるか、相談しやすいかなどの要

件はありますが、資格は必要ありません。 

【委員】地域で相応しい方が民生委員になられている状況だと思います。 

以上の審議の結果、第２３号は、提案のとおり承認された。 

【保健福祉政策課】議案ではありませんが、災害時要援護者支援事業の関係で毎年報告させていただい

ていますので、今年も報告させていただきます。平成２１年から自治会単位で市と協定を結び災害時要

援護者の情報を共有しているところですが、平成２５年６月時点で４２自治会が事業を開始しています。 

昨年度は９つの自治会が参加しています。合計１，３３２人が災害時要援護者として登録を行っていま

す。個人情報の漏洩がないように市と自治会で協定を結んで事業を行っています。 

【委員】大震災後、特に注目されている制度ですが、協定書の取り決めでは協定に反した場合のことは

記載されていますか。 

【保健福祉政策課】罰則というものは規定されていません。 

【委員】協定ですので、紳士協定的なものとしての運用となりますね。登録件数は増加しているようで

すが、実際に支援につながったケースはありますか。 

【保健福祉政策課】災害は発生していませんが、日頃の見守り活動で、屋内で倒れている方がいて、家

の鍵がかかっていたケースで、この台帳があって自治会長が遠方の親族と連絡がとれて家に入ることが



 7 

できたことが年に２回ほどあります。 

 

第２４号「宗像市立小中学校全校統一学力テスト業務委託に係る個人情報の提供について」 

【教育政策課】提案理由を説明。 

【委員】昨年の案件との相違は、学習意識調査が今回は無くなっているということですね。 

【教育政策課】今年度の学習意識調査は、業者委託をせずに市教育委員会にて調査を実施することとな

っています。 

【委員】東京書籍などの業者については、個人情報保護については十分認識している業者であるかと思

います。 

以上の審議の結果、第２４号は、提案のとおり承認された。 

 

 

（２）保有個人情報の目的外利用に係る報告及び承認について 

【総務課】今回は７件の目的外利用について、条例第８条第３項の規定に基づき報告し、承認を求めま

す。根拠規定は条例第８条第１項第５号の市役所内部での利用に該当するものです。 

【委員】安河内委員は初めてですので、尐し説明させていただきますが、先ほどの議案については、市

の保有する個人情報を外部に提供すべきかどうかという審議でしたが、この報告は、市内部で持ってい

る個人情報（各課が保有）を市内部で目的外に利用したという報告です。 

【総務課】市役所内部の情報のやり取りですが、個人情報を目的外に利用した場合は、審議会に報告し

その承認を得ることになっていますので、毎回審議会で報告させていただいています。１番から７番ま

でを報告いたします。（報告・説明） 

【委員】今日の報告の中では特に問題はないように思いますが、これまでに前例が無かった案件はあり

ますか。 

【総務課】今回の中では、新しい案件はありません。これまでも報告していた内容のものです。 

【委員】１番と２番の担当課の違いはどういったことですか。防災上の観点か、道路維持の観点かとい

うことですか。 

【総務課】道路の管理は維持管理課で、防災が絡むと生活安全課が出てくることがあります。 

【委員】報告された件については、適正な範囲内で個人情報の目的外利用をされているということで審

議会として承認とします。 

 

５ その他 

次回開催日の調整 

 次回開催日は平成２５年１１月１日（金）９：００からとする。 

 

 以上会議録は、事務局の調整したものですが、その内容が正確であることを証するためにここに署名

します。 

平成２５年１１月１日 

  会 長 

 

  署名者 


